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特集 デジタルガバメントが切り拓く国・地方の未来設計図

要　約

1 デジタル庁の創設、5Gなどの情報インフラの高度化、スマートフォンやパソコンなどの
技術革新による情報機器の高度化、情報機器の利用者の拡大、デジタル技術を用いる
企業の増加など、デジタルガバメントを実現できる環境が整ってきている。この意味で
は、行政分野のIT化に関する従来のどの戦略・計画の時期よりも、成果が期待できる
状況になりつつある。

2 しかし、何よりもデジタルガバメントの発展のカギを握るのは、国民・住民、企業、行
政機関といった主体が、デジタル化・デジタル活用による具体的で身近なメリットを感
じることができるかどうか、ということである。戦略・計画があるからやる、では成果
が期待できない。

3 国民・住民の観点からは、地域のリソースやデータが集まって可視化され、付加価値あ
る情報の提供やリアルのマッチングを実現するプラットフォームが構築されることでメ
リットが提示できる。また、企業の観点からは、事業でのオープンデータ活用や、デジ
タルガバメント関連の事業機会創出（新規事業、起業・イノベーション、産業活性化な
ど）がメリットになる。

4 最もメリットを感じる必要があるのは、デジタルガバメントの中核となる行政である。
行政全体としてのメリットだけでなく、行政職員が具体的なメリットを感じる必要があ
る。そのためには、行政事務の効率化だけでなく、デジタルガバメント推進に貢献した
職員が評価されること、さらには、評価されるための組織・風土・教育体制の構築が重
要である。

Ⅰ　メリットが感じにくかった従来の行政情報化
Ⅱ　国民（住民）のメリット
Ⅲ　企業のメリット
Ⅳ　行政のメリット
Ⅴ　まとめ
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水之浦啓介

デジタルガバメントを
実効性のあるものにするために
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2 実感できない
 デジタルガバメントのメリット

しかし、20年以上にわたる取り組みや、戦
略・計画が企図したデジタルガバメントの理
想像からすると、必ずしも結果がついてきて
いるとは言い難い。2020年10月に経済協力開
発機構（OECD）より発表されたデジタル政
府ランキング（Digital Government Index：
2019 results）では、韓国、英国、コロンビ
ア、デンマークに次ぐ 5 位と健闘したもの
の、国連の経済社会局（UNDESA）が20年
7 月に発表した世界電子政府ランキングで
は、前回18年の10位から14位へと順位を下げ
るなど、国際的な評価は必ずしも高くない。

われわれの実感としても、デジタルガバメ
ントによる国民生活や企業活動の利便性の高
まりや、行政の効率性向上・施策の効果拡大
は十分には感じにくい。たとえばマイナンバ
ーカードの普及率は、総務省の「マイナンバ
ーカードの市区町村別交付枚数等について」
によると、20年11月時点で21.8％となってお
り、全国民の 5 分の 1 程度にとどまる。各種
キャンペーンの実施にもかかわらず、十分に
国民に認知されるにはもう少し時間がかかり
そうである。また、20年初頭のコロナ禍にお
ける定額給付金の支給にかかわる混乱や、コ
ロナの陽性判定にかかわる保健所からの情報
集約がFAXで行われていたなどの報道を耳
にして、デジタルガバメントの実現は遠いと
感じられた人も多かったのではないか。

3 環境面の課題とその解消
膨大な予算を使いつつ、数次にわたる戦略

や計画の変遷を経て、なお、なぜ、デジタル
ガバメントの恩恵が感じにくいのだろうか。

Ⅰ	メリットが感じにくかった
	 従来の行政情報化

1 行政のデジタル化にかかわる
 戦略・計画の系譜

2016年12月に成立した「官民データ活用推
進基本法」、17年の「世界最先端デジタル国
家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」
および「デジタル・ガバメント推進方針」の
策定、さらには18年の「デジタル・ガバメン
ト実行計画」などの動きを受け、20年 3 月に
は、「デジタル・ガバメント実現のためのグ
ランドデザイン」が策定された。さらには、
20年 9 月に就任した菅義偉総理大臣の目玉施
策として「デジタル庁の設立」が掲げられ、
20年12月現在、設立に向けた準備が進められ
ている。

民間におけるデジタル技術の日進月歩の革
新・活用拡大に伴い、行政分野におけるデジ
タル化に向けても、各種法制度や計画・ビジ
ョン、実施体制が整えられている現状であ
る。

しかし、当然ながら、行政分野のIT化はこ
こ数年だけに限ったことではなく、従来から
取り組まれているところである。古くは、
1994年の「行政情報化推進基本計画」なども
あり、2001年のIT戦略本部の設置や「e-Japan
戦略」なども大いに社会の注目を集めた。そ
の後も、06年の「電子政府推進計画」、09年
の「i-Japan戦略2015」など、行政のデジタ
ル化を目的とする戦略や計画は何回かの更新
を経ながら継続され、近年のデジタルガバメ
ントの議論につながっている。



14 知的資産創造／2021年2月号

なり、手続き・情報提供・業務プロセスなど
を完全にデジタル化することはできなかっ
た。その結果、紙やリアルの世界が残り、結
果として非効率にならざるを得なかった。し
かし、上記のようなインターネット利用率の
伸びやデジタル化の今日の進展を見ると、今
後は、「デジタルデバイドの課題があるから
やらない、紙・リアルを残す」という発想で
はなく、「すべてデジタルに移行するが、デ
ジタルデバイドの課題はあるので、不利益を
受ける人をサポートする」という発想に転換
して進めていくことになるだろう。

この点については、総務省でも、「デジタ
ル活用支援員推進事業」などで、ICT機器・
サービスの利用方法について、高齢者などが
身近な場所で相談や学習を行えるようにする

「デジタル活用支援員」に関し、地域におけ
る支援員の活動、実施体制などについて検証
を進めている。このような取り組みが拡大・
一般化することで、利用者側のITリテラシ
ーの問題も徐々に解決されていくだろう。

一つには、過去には官民含めた情報インフ
ラが整わなかったということもあるかもしれ
ない。インターネットのスピードが遅い、使
える場所が限られる、使うためには費用がか
かる、といった事情が考えられる。しかし、
今後は5Gの利用が拡大するほか、菅政権の
目玉政策の一つとして携帯電話料金の値下げ
が打ち出されているなど、情報インフラ環境
はかなりの改善が進み、課題としては解消さ
れてくるだろう。

一方で、利用者側の問題として、整備され
たデジタルガバメントの恩恵を得る上では、
ITリテラシーが低い、デジタルデバイドの
課題があるという問題もあった。しかし、こ
の点も、スマートフォンの普及とともに解決
が進んでいる。総務省の情報通信白書（2018
年）によると、60歳以上のインターネット利
用率（17年）も08年との比較で大きく伸びて
おり、インターネットを使いこなせない人の
割合は減りつつあると考えられる（図 1 ）。

従来は、デジタルデバイドが大きな課題と

図1　個人のインターネット利用者の割合
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出所）総務省「平成30年版情報通信白書」より作成
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しただけであり、さらには、最後にシステム
上の情報を打ち出して、紙の情報と併せて別
途処理する（例：件数の合計を出すなど）よ
うな業務量の増加を招き、メリットが十分に
感じられなかったことに問題があったのでは
ないだろうか。

国民・住民の観点からしても、かつて行政
手続きのオンライン化に伴う活用拡大の議論
をしているときに、「そもそも役所に手続き
で行くことが年に 1 〜 2 回しかないのに、そ
のために住民基本台帳カード（住基カード）
を作ったり、カードリーダーを購入したりす
ることにメリットが感じられない」という声
も少なくなかった。

政府の計画や方針、司令塔となるデジタル
庁、情報インフラ、利用者のリテラシーや
IT利用環境、IT活用への心理的障壁の低下
など、デジタルガバメントの推進環境は整っ
た。今後、実効性あるデジタルガバメントを
実現するためには、いかにしてデジタルガバ
メントにメリットが感じられるようにする
か、という基本的なことが極めて重要になる
と考えられる。

本稿では、このような問題意識から、デジ
タルガバメントの実現・発展のために、「国
民（住民）」「企業」「行政」の 3 つの主体ご
とに、どのようなメリットを創出すればよい
のかということについて検討する。

Ⅱ	国民（住民）のメリット

デジタルガバメントの実現により、最もメ
リットを享受すべきは国民であることは疑い
ようがない。では、国民にとって、どのよう
なメリットが期待できるだろうか。

また、19年度から20年度にかけて実施され
たキャッシュレス・ポイント還元事業で、決
済の電子化に対する消費者の心理的障壁も一
定程度下がったと考えられる。さらに、20年
初頭からのコロナ禍の影響で、通販・テイク
アウトなどの利用が伸びたが、このことはデ
ジタル技術の利用に対する消費者の慣れも促
したように思われる。これらの取り組みや社
会的な変化を受けて、国民のデジタル技術利
活用にかかわる心理的障壁は、従来と比較し
て相当程度下がっているといえる。

このように考えると、デジタルガバメント
の実現・活用を阻害するようなインフラ面、
利用者の技術面での問題は解消されつつある
し、人々はデジタル活用に対して心理的にも
前向きになってきているように感じられる。

4 デジタルガバメントの鍵となる
 「具体的で身近なメリット」

従来は十分ではなかったさまざまな条件が
このタイミングでそろいつつあるため、デジ
タルガバメントの実現はこれからであるとい
うことも事実だが、一方で、従来のIT化の
取り組みが今一つ進まなかったのは、環境面
の問題だけだったのだろうか。筆者は従来、
IT化の必要性を皆が認識しつつも、計画や
戦略の達成目標が先にあり、その利用者のメ
リットを分かりやすい形で実現することがお
ざなりになってきたことが特に問題だったの
ではないかと考えている。

先に述べたように、手続きのIT化を行い、
オンライン申請などができるようにしたにも
かかわらず、デジタルデバイドなどへの配慮
から、紙やリアルの手続きが残らざるを得な
かった。結局、行政としては手続きが複雑化
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きメリットは、人口が減少・高齢化する中
で、居住地など、地域の中での情報・リソー
スがデジタルによって効率的・効果的に活用
できるようになり、生活が便利・豊かになる
ことに求めたい。

この点に関して、総務省が2018年に公表し
た、「自治体戦略2040構想研究会報告書」が
参考になる考え方を示している。同報告書で
は、2040年に自治体職員が今の半数程度にな
るという想定に基づき、残り20年で、それで
も地域を運営していくにはどのように備える
必要があるのか、ということをバックキャス
ティング的に考えている点が特徴である。

同報告書では、「公（行政）」「共（住民同
士の協力や地縁関係）」「私（民間企業・サー
ビスなど）」という地域を支える主体につい
て、「公」は経営資源の制約により、従来の
方法や水準で公共サービスを維持することは
困難になるとしている。「共」は都市部では
共助の受け皿が乏しく、地方部を中心に生活
支援機能を担ってきた地縁組織は高齢化と人
口流出により機能が低下すると考える。さら
に、「私」は人口減少による市場の縮小によ
り、民間事業者の撤退やサービスの縮小が生
じるとしており、「公」「共」「私」いずれも
個々には悲観的だが現実的な将来想定を置き
つつ、だからこそ、新しい「公」「共」「私」
のベストミックスが必要であるとしている。
そして、新しい「公」「共」「私」の協力関係
の構築により住民ニーズを充足できるよう
に、「公」である行政が、協力関係の構築を
地域ごとに実現する、プラットフォーム・ビ
ルダーになることが求められる、と提言して
いる。

たとえば、新たな「私」の主体の一つと考

1 手続きの効率化だけでは
 メリット不足

第一に期待されるのは、各種の行政手続き
が容易になるということである。2019年に成
立したデジタルファースト法は、まさにこの
メリットの実現を目指した法律であり、①デ
ジタルファースト（個々の手続きやサービス
がオンライン上で完結できるよう優先する）、
②ワンスオンリー（必要な情報の入力は一度
で済むようにする）、③コネクテッド・ワン
ストップ（複数の行政機関をまたがる場合で
も、一度で手続きできるようにする）の 3 つ
の柱が掲げられた。面倒で分かりにくい行政
手続きについて、簡潔化や、24時間365日オ
ンラインで実施できるようにしよう、という
点は評価できる。

しかし、このメリットだけでは十分ではな
い。なぜならば、国民が負担に感じる手続き
についてその負担を軽減するというメリット
ではあっても、国民生活にプラスをもたらす
メリットではないからである。また、よくい
われることであるが、「それほど、国民が行
政手続きを頻繁に行うのか」ということも重
要な視点である。結婚や転居・転職、住居購
入といった人生の重要なタイミングでは幾つ
かの行政手続きが生じるのは事実であるが、
多くの人にとって、年に何回も行うような手
続きではないため、デジタル化によるメリッ
トを強く感じられるものではない。やはり、
手続き的メリットではなく、実生活上のメリ
ットが重要になる。

2 「公」「共」「私」のベストミックス
 の実現によるメリット提示

デジタルガバメントにより国民が感じるべ
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えられる、シェアリングエコノミーの事業者
が、地域に既に存在している「共」の団体の
一つであるシルバー人材センターなどと連携
することが考えられる。シェアリングエコノ
ミー事業者に依頼のあった「自宅の清掃」業
務について、特に引き受け手（シェアリング
エコノミーにサービス提供者として登録して
いる者）の少ない地域では、シルバー人材セ
ンターの会員である高齢者が業務を担当する
ことで、相互に利益がある。この連携の枠組
みの実現について、行政が仲介などのサポー
トをしたり、連携の事実を広報することなど

で、プラットフォーム・ビルダーとしての役
割を果たすことが考えられる（図 2 ）。

デジタルガバメントというと、スマート自
治体への転換のことであると狭く捉えられが
ちであるが、むしろ、「公」にとっては、

「私」や「共」からもメリットを感じてもら
えるプラットフォーム・ビルダーになること
が最も期待される。デジタル社会資本ともい
えるような、社会にとって重要なインフラを
構築・運営することが、デジタル時代の

「公」の役割である。

図2　自治体戦略2040における「新たな自治体行政の考え方」
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● 経営資源が大きく制約されることを前提に、従来の半分の
職員でも自治体が本来担うべき機能を発揮できる仕組みが
必要

● すべての自治体で、AI・ロボティクスが処理できる事務作
業はすべてAI・ロボティクスによって自動処理するスマー
ト自治体へ転換する必要

＜自治体行政の標準化・共通化＞
● 標準化された共通基盤を用いた効率的なサービス提供体制
へ

● 自治体ごとの情報システムへの重複投資をやめる枠組みが
必要。円滑に統合できるように、期限を区切って標準化・
共通化を実施する必要

⇒自治体の情報システムや申請様式の標準化・共通化を実効的
に進めるためには、新たな法律が必要となるのではないか

＜プラットフォーム・ビルダーへの転換＞
● 人口減少と高齢化により、公共私それぞれのくらしを支える機
能が低下

⇒自治体は、新しい公共私相互間の協力関係を構築する「プラッ
トフォーム・ビルダー」へ転換する必要

● 共・私が必要な人材・財源を確保できるように公による支援や
環境整備が必要

＜新しい公共私の協力関係の構築＞
● 全国一律の規制を見直し、シェアリングエコノミーの環境を整
備する必要

● ソーシャルワーカーなど技能を習得したスタッフが随時対応す
る組職的な仲介機能が求められる

＜くらしを支える担い手の確保＞
● 定年退職者や就職氷河期世代の活躍の場を求める人が、人々の
くらしを支えるために働ける新たな仕組みが必要。地域を基盤
とした新たな法人が必要

● 地方部の地縁組職は、法人化等による組職的基盤の強化が必要
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出所）「自治体戦略2040構想研究会　第一次・第二次報告概要」、2018年7月、総務省自治行政局行政経営支援室より作成
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3 デジタルガバメントによる
 ローカル・リソース・マネジメント
 の実現

地域における人口減少・高齢化は全国に共
通する悩みであり、一部の都市を除いて、経
済的な衰退やバス・鉄道などの公共交通の衰
退、病院や商業施設などの撤退や縮小、地域
内の特定エリアへの集中などが一層加速す
る。そのような地域においては、地域が活用
可能なリソースについて可視化し、効率的・
効果的にマネジメントすることが必要となる。

デジタル技術は、この課題解決に最も貢献
することが期待される。地域に存在する各種
データを統合的に集約し、データの組み合わ
せにより、最適なあり方を提示することがで
きる。

イメージしやすい一例を挙げたい。地域の

中でもへき地に住む高齢者が、地域の中心部
に通院と買物にでかけるようなシチュエーシ
ョンを想定する。病院における待ち時間に、
病院設置の大型タブレットで購入が必要な日
用品について注文を実施。注文を受けて地域
の「共」を担うシルバー人材センターや
NPOなどが市街地の商店街を回って商品を
買い集め、一括して病院に配達する。

一方で、高齢者の診察時間にかかわる過去
データや当日の病院の混雑状況から、診察終
了時間を予測し、さらにオンデマンドバス
が、同一方向に向かう人が一定数集まる時間
帯を見計らって運行される。そうすれば、高
齢者は病院で日用品を受け取り、そのまま少
ない待ち時間でバスに乗って自宅に向かうこ
とができ、効率的に一日を使い、心身への負
担も少なくて済む（図 3 ）。

図3　住民メリットを創出し、複数の地域課題を解決するデジタルガバメントのイメージ

商店街

病院

課題：郊外居住住民の通院・
買物などの時間の有
効利用

課題：地域商店街の活性化

課題：公共交通の効率的運行

課題：地域活動主体と住民の
　　　困り事のマッチング

シルバー人材センターやNPO、
シェアリングエコノミー事業者
など、地域の活動主体が商品を
まとめて配達

通院者の居住地情報、診察・検査内容、病院の
混雑状況などから、AIが病院滞在時間を予測し
て、終了時間頃にオンデマンドバスが病院に到
着するように運行マネジメントを実施

③診察

④注文した品を
受け取り

①到着・受付

②待ち時間にタ
ブレットなど
から注文

AI
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4 複数の地域主体の連携による、
 複数の地域課題の解決

上記のサービスイメージは一つの例であ
る。この実現のためには、利用者、病院、商
店街（地域企業）、NPO、公共交通それぞれ
とのデータ連携や決済などの連携、時間予測
などのためのAIが必要となるが、国民（利
用者）からすれば、買物に要する時間や荷物
の重さからの解放、待ち時間の有効活用とい
うメリットが十分に感じられるものとなろ
う。それだけではなく、商店街の活性化、公
共交通の効率的な運行、地域活動主体と住民
の困り事とのマッチング（地域活動主体の仕
事の創出）などの複数の地域課題も同時に解
決が可能となる。

デジタルガバメントで目指すべきは、「公」
「共」「私」の各分野に属する地域の複数の主
体が関係する場面で、複数の地域課題が解決
可能なデータプラットフォームを作ること、
さらには、データを単に分かりやすく可視化
するだけではなく、一定の分析・マッチング
機能を有することで、具体的な提案やサービ
ス・活動を実現することである。そのこと
で、地域のリソースの効果的・効率的な配分
やマッチング、活用を目指すローカル・リソ
ース・マネジメントが実現されるようになる
だろう。

複数主体や複数の課題が関係する場面こ
そ、行政がプラットフォーム・ビルダーとし
て活躍すべき場面である。各主体の課題の整
理や調整を通じ、国民・住民はもとより、

「公」「共」「私」の地域主体がメリットを感
じられる仕組みを作り出すことが期待され
る。

従来は、課題ごとに行政の担当部署が決ま

っており、それが自治体だけではなく、中央
省庁の施策や補助金などを通じて、強固な縦
割りになっている側面があった。たとえば上
記の例だと、公共交通は国土交通省、商店街
の活性化は経済産業省や中小企業庁、地域活
動主体については総務省、病院運営について
は厚生労働省といった所管省庁が存在してい
た。デジタルガバメントの実現は、このよう
な旧来型の縦割り打破に対する起爆剤となる
可能性も秘めている。

5 オープンデータ連携や
 シュタットベルケにみる
 発展の可能性

今、国・自治体などではデータのオープン
化が進められており、行政がオープンにした
データを民間企業が活用し、さまざまな情報
提供を行うようになっている。たとえば、政
府CIOポータルの「オープンデータ100」で
は、さまざまな事業者や地方公共団体らによ
るオープンデータの利活用事例、アクティビ
ティ（全国各地の特筆すべき継続的なイベン
ト・プロジェクトなど）が公開されている

（表 1 ）。
現時点では、たとえば「育児」や「交通情

報」「道路などインフラ情報」といった特定
のテーマにかかわるデータの連携事例が多
い。これをさらに一歩進め、複数の行政分野
や生活分野にまたがるデータの連携と、その
データの解析に基づいて提供される具体的な
地域サービス（例：オンデマンドバスの最適
運行、配達時間の最適化など）と組み合わせ
ることがデジタルガバメントにおいては期待
される。

この点に関して、他国ではデジタル化され
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いて、その力を発揮している。このため、わ
が国においても、地方ごとに地域課題を見定
めて、複数の地域課題を解決するためにはど
のようなデータとエネルギーなどの公的サー
ビス提供主体を組み合わせればよいのかを考
えた上で、プラットフォームを構築すること
で、国民が大きなメリットを感じられる行
政・生活サービスが実現できると考えられる。

6 国民・住民のメリットのまとめ
デジタルガバメントの実効性を高めるため

には、国民・住民に対する、分かりやすいメ
リットの提供が欠かせない。自治体戦略2040
構想研究会報告書で示されたように、自治体
がプラットフォーム・ビルダーとしての役割
を、デジタル技術を活用して実現していくこ
とで、国民・住民にメリットが提供できると
考えられる。

既に、オープンデータ100などで萌芽事例

ていないものの、このような取り組みが既に
見られる。たとえばドイツのシュタットベル
ケである。シュタットベルケは、電気・ガ
ス・水道・交通などの公共インフラを整備・
運営する自治体所有の公益企業（公社）であ
る。電気・ガス・地域熱供給などのエネルギ
ー供給事業のみならず、上下水道などのイン
フラ管理・公共交通・廃棄物処理などの事業
も担っている。そして、異なる事業のデータ
を連携することで、資金調達、顧客管理・技
術運転などで相乗効果を作り出すだけでな
く、利益が出ない事業に対して、収益事業の
利益で内部相互補助をすることも可能といわ
れている。

シュタットベルケは、複数の行政サービス
を統合的に管理・運営することで多様なデー
タを収集でき、そのデータの活用によって効
率的な地域運営に貢献している事例である
が、特に小規模でリソース不足の自治体にお

表1　オープンデータ100の掲載事例（一部）

事業名称 市区町村 概要

鯖江
バスモニター 福井県鯖江市

バスの路線や時刻表、現在走っている場所のデータが市のオープンデータサイト
で公開されており、スマートフォンアプリで同データを地図上に表示して見るこ
とができるようになっている

ちばレポ 千葉県千葉市

市内で起きている公共インフラの課題（たとえば、道路が傷んでいる、公園の遊
具が壊れているなど）を、市民の投稿したレポートをオープンデータとして活用
することで解決を目指す。市民からのレポートはクラウド型CRM（顧客管理）シ
ステムによるデータベースで一元管理され、Web上のマップに表示されることで、
不具合情報が可視化される。その情報を基に、千葉市内で課題対応について担当
課に振り分けている

かなざわ
育なび.net

神奈川県横浜市
金沢区

居住地の郵便番号や現在地を登録すると、保育園・幼稚園、医療機関、授乳・お
むつ替えなどで利用できる施設などを近い順に表示。生年月日を登録すると、該
当の健診日を抽出、予防接種の目安を表示など、市役所のさまざまな部署から提
供される育児にかかわる情報について、居住地・子供の年齢に基づいて提供でき
るようにしたサービス。情報の発信者である市役所目線ではなく、利用者（市民）
目線で、利用者が自分に必要な情報だけを見られるようにしたことに特徴がある

出所）政府CIOポータル「オープンデータ100（https://cio.go.jp/opendata100）」より作成
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らず、特に地域のデジタル化を通じて地域の
企業の「稼ぐ」につなげられるようにするこ
との必要性が前面に打ち出されていることが
読み取れる。企業にとっての一番のメリット
は、新たに稼げるサービス・事業を生み出す
ことであり、デジタルガバメントにおいて
も、企業の稼ぎにつなげる視点が必要不可欠
である。地方において、企業が生み出され、
発展していく上で重要な機能を果たせるよう
なデジタルガバメントの実現が求められる。

1 行政オープンデータの活用による
 新規サービスの展開

最も分かりやすい企業のメリットは、ビジ
ネスの高度化・効率化につながり、売上・利
益が上がることである。さらに、オープンデ
ータ100のような形で、行政が保有するデー
タを開示し、そのデータを活用できれば、民
間企業にとっては新たなサービス創出や業務
の効率化につなげることができる。

著名な例では、アグリノート（ウォーター
セル社）が挙げられる。同社の主力製品はク
ラウド型農業支援システムであるが、行政の
データをオープンデータとして活用すること
で、同システム利用の付加価値を高めてい
る。具体的には、農林水産消費安全技術セン
ターが公開している農薬データベースをオー
プンデータとして取り込んでいる。従来は農
家がノートに記していた「与えた肥料量や農
薬使用量」といった過去のデータと、農家が
個々に手間をかけて調べていた「農薬データ
ベース」を同時に参照することができ、農薬
の投与のしすぎ、もしくは不足などについ
て、個人の勘やノウハウに頼ることなく、デ
ータを基に今後の農薬使用量を調整すること

は作られつつあることから、複数の課題や主
体がどのようにデータ連携を行うのか、連携
した結果、具体的にどんなアクションにつな
げられるのかを考えることが次のステップに
なる。

もちろん、国民・住民の情報を取り扱う観
点からは、プライバシー・テックのようなプ
ライバシーに配慮した各種のツールや工夫を
デジタルガバメントの中に取り込むことにも
留意が必要だろう。

Ⅲ	企業のメリット

前章の事例でも触れたように、自治体戦略
2040構想研究会報告書の想定する世界では、
新しい「公」「共」「私」のベストミックスが
必要とされているが、実効性あるデジタルガ
バメントの実現に向けては、当然ながら、

「私」である民間企業の関与と、民間企業が
メリットを感じることが必要不可欠である。

また、地方創生の観点からは、2020年12月
に閣議決定された第 2 期「まち・ひと・しご
と創生総合戦略」（2020改訂版）において
も、目指すべき将来像について新たに「地域
の外から稼ぐ力を高めるとともに、地域内経
済循環を実現する」という将来像が示され
た。同戦略では、これに加え、横断的な目標
として「新しい時代の流れを力にする」とし
て、地域におけるSociety5.0の推進が掲げら
れている。具体的には、地域におけるスーパ
ーシティ構想の推進など、地域におけるデジ
タルトランスフォーメーション（DX）の活
用による地域課題の解決が期待されている。

これらの新たな記載内容からは、地方創生
のためには、効率化や使い勝手の改善のみな
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課題のデジタル技術による解決と起業家育成
を目指す枠組みである。

具体的には、市役所の各部署が業務効率化
や地域イベントの発信などの管轄する行政課
題を公開し、その課題解決に有益なアプリケ
ーションや情報システムについて行政との共
同開発に意欲のあるスタートアップ企業など

（ベンチャー企業、第二創業でも応募可能）
を公募する。審査後、採択事業者は担当部署
と数カ月の共同開発を経て実証実験まで運ぶ
ことを目指すことになる。

従来とは異なるのが、行政がシステム開発
のための仕様書を詳細に定めて発注するので
はなく、解決が求められる地域課題を提示し
て、その解決策そのものについてもスタート
アップ企業などからの提案を受ける点である。

システムのことがよく分からない行政職員
が保守的・網羅的に作成した仕様書に対し、
行政の実態がよく分かっていない情報システ
ム会社が仕様書通り動くことを第一の目的と
して作ったシステムでは、課題解決への寄与
が十分でないことも少なくなかった。神戸市
の取り組みは、この問題を乗り越えるための
一つの有効な方策という点でも斬新である。

この事業の具体的な開発事例としては、た
とえば、毎月手作業で実施しているレセプト
チェックの自動化について、米国のFlyData
社、日本のモンスター・ラボ社と連携した取
り組みがある。これまでは受給者番号の記載
間違いなどによる確認や手戻りが生じていた
が、正しい受給者番号を推測するAIモデル
の作成により、業務時間を 1 割削減した。ま
た、業務フローの整理とITツールの活用に
より、 4 割の業務量、年間約500時間の業務
時間削減に寄与した実証結果が得られたとい

ができ、適切な質・量の農産品の生産が確実
にできるようになるなど、生産活動の合理化
に役立てることができるメリットがあるとい
うことである。その他の多様な機能に加え、
年間6000円で利用できるという比較的安価な
価格設定も相まって、同サービスの利用は20
万圃場（2019年時点）と利用者数も伸びてい
る模様である。

行政のオープンデータを取り込むことでサ
ービスの付加価値を高めた好事例といえるだ
ろう。このように、デジタルガバメントによ
りオープンデータ化を進めることだけでも、
民間ビジネスの品質を高めるメリットが期待
される。

2 社会課題の解決のための
 起業家支援・新規サービス支援

デジタルガバメントによる企業のメリット
について、行政のデータ活用ということから
さらに踏み込むと、社会課題・地域課題の解
決のためにデジタル技術を活用するという観
点からの関連事業創出がある。スタートアッ
プ企業や新規事業開発を検討している企業な
どが行政と連携することで、新たな事業や産
業の契機となることや、全国的な知名度を獲
得して急成長の契機を得られるようなメリッ
トも考えられる。

（1）	 神戸市における

	 アーバン・イノベーション・ジャパン

代表的な取り組み事例は、「Urban Inno-
vation JAPAN（アーバン・イノベーション・
ジャパン）」であろう。神戸市役所が2018年
に始めた取り組みであり、当初はUrban 
Innovation KOBEという名称であった。行政
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う事例などが紹介されている。
本件実証に参画した企業は、この成果をさ

らに精緻化・商品化して全国展開することが
可能であるし、神戸市における成功事例は、
ほかの自治体に売り込みを行う際に強力なア
ピールになる。「ほかの自治体で問題なく稼
働し、成果を出した」という事実は、安定性
と正確性を求める自治体には何よりの訴求ポ
イントである。このように、デジタルガバメ
ントに参画することへの企業のメリットを意
識することが極めて重要な視点である。

（2）	 オランダにおけるイノベーション・

	 パートナーシップ・プログラム

類似した事例として、オランダにおけるイ
ノベーション・パートナーシップ・プログラ
ムも紹介したい。オランダでも、政府の解決
すべき課題に対して、スタートアップ企業が
ソリューションを提案する機会を設けている。
特徴的なのは、そのプログラムへの参加（ソ
リューションの提案）が認められると、集中
トレーニング、メンターによる支援、ワーキ
ング・スペース、政府のネットワークへのア
クセスが認められるほか、最大 2 万5000ユー
ロ（約320万円）の資金面での支援も認めら
れる点である。各種リソースが不足している
スタートアップ企業にとっては、上記のよう
な支援を受けた上で、行政課題へのソリュー
ション提案ができるのは大きなメリットであ
る。

同プログラムの適用事例としては、「政府
が農家に貸与している土地における土地・建
物利用が計画に沿っているか、貸与目的に適
した穀物が栽培されているかをチェックす
る」という政府の課題が挙げられる。この政

府の提示した社会課題に対して90ものスター
トアップ企業がソリューションを提案するこ
ととなった。なお、最終的にソリューション
として提案が採択された場合には、あらため
て公共調達にかけることなく、選定されたソ
リューションが開発資金を得た上で実際に採
用される見込みであるという。

行政が課題を提示し、スタートアップ企業
らがデジタル・ソリューションを活用して解
決を提案することで、企業は研究開発に要す
る費用や期間を減らしつつ課題解決の可能性
を探ることができ、採択された暁には、評
価・名声とともに営業活動を優位に行えるよ
うになる。

企業から見た場合のデジタルガバメントの
メリットとしては、行政のデータを活用して
新規事業・サービスの展開実現や効率化の実
現などにつなげることが考えられ、取り組み
やすい。一方で、行政課題の解決に民間企業
が関与することを通じ、民間企業の新規サー
ビス・事業創出、営業活動につなげることも
メリットになる。

Ⅳ	行政のメリット

1 行政こそ
 デジタルガバメントの恩恵を

ここまで国民・住民、企業のメリットにつ
いて論じてきたが、実は、最もデジタルガバ
メントでメリットを感じてもらう必要がある
のは行政だと考えている。本稿の冒頭で、過
去の行政情報化・IT化にかかわる多数の戦
略や計画の流れを取り上げたが、一部を除い
て、必ずしもその成果は十分に期待に応えた
ものではない。
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く必要がなくなり、効率的かつ頻度を高めた
確実なインフラ整備につなげることができる。

また、各種の国民・住民からの問い合わせ
対応についても、RPAやチャットボットな
どを使うことで定型的な質問にかかわる行政
職員の負担を減らせるだけでなく、迅速な回
答や統一した回答といった高度な行政サービ
スを提供することができる。

また、国民・住民からの相談を蓄積してお
くことで、前回の相談を引き継いだ対応がで
きるようになり、国民・住民が何度も同じこ
とを複数部署で説明するような手間も省ける
し、より適切な事業・施策の説明や情報提供
ができるようになるだろう。このように、デ
ジタルガバメントの実現により行政全体のメ
リットを想定するのは比較的容易であり、既
にさまざまなメリットが考えられ、実現に向
けて工夫がなされている。

4 職員のメリット：業務の効率化や
 高付加価値業務への集中

やはり留意すべきは、「②行政で働く職員
のメリット」であろう。既述のように、デジ
タルガバメントの実現によって業務の効率化
が進んだとしても、データの整理や報告など
の付加的な業務が加わることでトータルの業
務量がむしろ増えてしまうのでは意味がな
い。本当に業務を効率化して残業が減らせた
り、より付加価値が求められる業務への集中
ができたりしなくてはメリットとはいえな
い。また、近時のコロナ禍の状況などに鑑み
ると、セキュアな情報通信機器・情報通信環
境の導入により、リモートワークができるよ
うになることも、行政で働く職員にとっての
分かりやすいメリット、ということができる

その原因としては、戦略・計画で決まった
ことを義務的に実施する、という行政の姿勢
が少なからず関係しているのではないだろう
か。デジタル化・デジタル活用をすること
で、行政の業務が効率化する（仕事が楽にな
る）、意思決定が高度化する、行政サービス
の質が上がる、というメリットを直接的に感
じられれば、もっと表面的な対応ではない前
向きな対応がなされるはずである。

2 2 つの側面がある
 「行政のメリット」

行政のメリットを考える際には、①行政全
体としてのメリットに加え、②行政で働く職
員のメリットを意識することが極めて重要に
なる。たとえば、デジタル技術の活用による
意思決定とサービスの高度化は行政全体のメ
リットではあるが、その背後で紙とデジタル
の両方の手続きが残っていれば、現場の行政
職員にとっては負担が増えただけとなる。こ
れでは、行政で働く職員からすると、デジタ
ルガバメントを進めるモチベーションが十分
でなくても仕方がない。このような考え方に
基づき、本稿では、特に、②行政で働く職員
のメリット、について詳細に考察する。

3 行政全体のメリット
「①行政全体としてのメリット」について
は、ここで詳細に述べるまでもなく、業務の
効率化など、国民・住民個々人の状況に対応
したサービスの高度化などが挙げられる。

たとえば、橋や道路のインフラ管理におい
て、設置したセンサーから送られてくる情報
や、ドローンによる空中からの映像などを用
いて点検を行うことができれば、現地まで赴
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ICT組織への認識が自治体内で低いことが問
題」といった声や、「民間企業であれば、
ICTを知る・使える人材が経営やマネジメン
ト、事業に深く組み込まれているのに、自治
体ではそれがない」という声が聞かれた。

（2）	 デジタル化を大前提とする発想と

	 デジタル化担当部署の位置付けの高度化

このような現状を打破し、実効性のあるデ
ジタルガバメントを実現するためには、まず
は「一部の施策・事業・手続きの中からデジ
タル化対象を選ぶのではなく、すべての施
策・事業・手続きでデジタル化やデジタル活
用が大前提となる」という考え方への転換が
必要である。

この考え方に基づけば、人材・組織の観点
からは、従来の行政組織における「財政担
当」「企画担当」と同様に、「デジタル化担
当」がすべての行政活動に関与する位置付け
になる必要がある。また、庁内におけるキャ
リアアップの過程で必ずデジタル化・活用担
当業務を経験するようなキャリアパスが必要
である。そのような組織・キャリア上の位置
付けが実現されてはじめて、行政職員も、デ
ジタル化にかかわることやデジタル化を推進
することにキャリア・処遇上のメリットを感
じることが可能になる。

なお、デジタル化担当部署の位置付けの話
に加えて、今は少なくなりつつあるが、デジ
タル化に対する無理解・不信感から、デジタ
ル化に否定的な態度を取る幹部・管理職の意
識の変革も必要不可欠であろう。中には、

「情報システムに頼ることは楽をすること」
という誤った認識を持つ人がいるという話も
聞く。このような幹部・管理職の意識の変革

だろう。

5 職員のメリット：デジタル化推進
 に対する適切な評価や
 キャリアの設定

もう一歩考えを進めると、デジタルガバメ
ントの実現・推進に貢献したことで、庁内で
積極的に評価されることこそが最大の職員の
メリットであり、今後はこの点に留意するこ
とが必要になる。必ずしも加点主義になって
いない行政機関における人事評価において、
デジタル化のような新しいテーマは評価され
にくく、結局、「やることになっているから
やる」という義務的な対応になってしまう。
それでは、表面的・数合わせの対応になって
しまう可能性が高くなる。デジタルガバメン
トの実現に向けたチャレンジそのものが評価
され、かつ、成果を出したことについて、特
に高く評価されることが必要である。

（1）	 デジタル化を担当する部署の

	 位置付けに関する課題

しかし、現状は必ずしもそうなっていな
い。筆者も幾つかの自治体の「情報システム
部」に類する部署とディスカッションを実施
しているが、「情報システムに関する専門家
集団」のような位置付けのところが多い。シ
ステム化された業務を持たない部署との接点
は少なく、システムにかかわるトラブル対応
を実施している部署といった、矮小化・誤解
された認識を持たれている場合もある。

また、情報システム部から他部署へ異動し
てキャリアアップするというキャリアパスが
描かれている組織は少ない。実際、ある自治
体の情報システム部からは、「ICT人材や
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その意味では、群馬県の知事戦略部デジタ
ルトランスフォーメーション課や千葉県市川
市の情報政策部デジタルトランスフォーメー
ション課など、従来の「情報システム担当
部」の位置付けや職責を超えた位置付けとし
て、デジタル化担当部署が捉えられている事
例も出てきている。これらの組織が、名実と
もに備わった組織へと強化・発展されること
を期待している。

6 職員のメリット：全職員の
 デジタル教育により
 能力を身に付ける

実効性あるデジタルガバメントのために
は、「一部の施策・事業・手続きの中からデ
ジタル化対象を選ぶのではなく、すべての施
策・事業・手続きでデジタル化やデジタル活
用が大前提となる」考え方への転換が必要で
あると述べた。

この実現のためには、適切に評価され、強
い権限を持つデジタル化担当部署を備えるこ
とに加え、多くの行政職員がデジタル化に関
する知見や経験をある程度持つことも必要で
ある。そうすることで、ストレスなくデジタ
ル化された業務に従事し、業務のデジタル化
によるメリット創出に行政職員の多くが関与
できるようになり、職員自身もメリットを感
じやすくなるからである。

しかしながら、ニューヨーク市やシンガポ
ールでは1000人以上のデジタル担当職員がい
ることと比較すると、日本の行政機関のデジ
タル担当職員の数は圧倒的に不足している

（図 4 ）。デジタル化に関する人材不足が官民
問わず叫ばれており、民間企業で人材獲得競
争が起きていることに鑑みると、行政におい

のためにも、行政全体として、デジタル化を
推進・実現した人や、それをサポートした幹
部・管理職も評価するような組織風土を醸成
していくこともまた重要である。

（3）	 デジタル化担当組織・職員の位置付け

	 や職域にかかわる先進事例

近時、デジタルガバメントの実現に向けて
動いている自治体の幾つかでは、デジタル化
担当職員の位置付けを変えたり、職種や職位
を設けたりする動きが見られる。たとえば愛
媛県では、民間との競争もありデジタル化人
材の採用は容易ではないことから、デジタル
分野の企画にあたる職員をテレワークも可能
な副業・兼業に限定して募集し、2020年 9 月
に県外居住者を 3 人、採用するなどしてい
る。また、神戸市ではデジタル化専門官の採
用を行っている。これらは、外部の専門家を
適切な処遇・位置付け・権限を持つ専門職と
して処遇しようという動きである。

また、東京都では、21年度採用予定の新卒
職員について、職種として「ICT（情報通信
技術）」を新設し、職種としての位置付けを
明確にしたほか、デジタルシフト推進担当課
長、デジタルシフト推進専門員のような職
種・職位も新設した。これは、キャリアや位
置付けを明確化しようという取り組みである。

これらの職員が従来の「情報システム部」
の担当より明確で積極的な処遇・権限を持つ
職員として採用されたことは評価すべきであ
る。しかし、もう一歩進んで、デジタル化担
当が一部の外部専門家を採用して担われるの
ではなく、庁内を理解したプロパー職員のキ
ャリアアップのための重要なステップとして
位置付けられることを期待している。
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くの公務員がデジタルについて安価・容易・
気軽に学ぶ機会を持てるようにすることが期
待される。

多くの職員がデジタル化について技術やル
ール、進め方や実例を学ぶことで、施策や事
業・業務の中に当たり前にデジタル化・デジ
タル活用を考える組織風土が醸成され、その
ことで職員がデジタル化に対する心の障壁を
感じることなく、前向きに取り組めるように
なることは、大きなメリットになるはずであ
る。

また、教育を通じて、デジタル化・活用担
当部署の専門性の高い人とも議論ができるよ
うになり、デジタル化・活用担当部署とのコ
ミュニケーションも多くなることから、これ
らの部署の庁内での位置付けの高まり、とい
う文脈でも意味があると考えられる（図 5 ）。

Ⅴ	まとめ

デジタル庁の創設、5Gなどの情報インフ

て急速にデジタル担当職員の数を外部からの
採用などにより増やすことは現実的には難し
い。そこで、底上げの意味で、すべての行政
職員を対象として、デジタル化にかかわる人
材育成を実施することが急務である。

教育という観点からは、たとえば英国で
は、2011年に設置されたGDS（Government 
Digital Service）が英国の公務員を対象とし
たデジタルにかかわる多様なトレーニングコ
ースを提供している。具体的には、「デジタ
ルとアジャイルへの気づき（Digital and ag-
ile awareness course）」「デジタルリーダー
シップ（Digital leadership course）」「行政
機関におけるAI導入（Introduction to artifi-
cial intelligence in government course）」な
どのコースがあり、公務員はそれほど高くな
い負担で受講することができる。

このような英国の取り組みからすると日本
は周回遅れの感があるが、わが国でも早期
に、デジタル庁などのリーダーシップに基づ
いてこれらの公務員向け講座が整備され、多

図4 　自治体の情報主管課職員の人数比率
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出所・計算方法）
・都道府県および市町村のうち、以下の計算により算出した職員数が1,000人以上の自治体を抽出
・都道府県および市町村の職員数：総務省「1.平成31年地方公共団体定員管理調査」の都道府県および市町村データ（一般行政＋公営企業等会計－病院）で計

算し、1,000人以上の自治体を抽出
・都道府県および市町村のIT人材人数：総務省「地方自治情報管理概要」（2019年度）の情報主管課職員数を使用
・海外都市のデジタル人材比率：東京都「スマート東京実施戦略」（2020年２月）を使用

都市 デジタル
人材比率

ニューヨーク市 1.2％

ロサンゼルス市 1.2％
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シンガポール 7.0％
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うか、ということにかかっている。
現場における具体的なメリットを小さくて

も積み重ねることにより、デジタルガバメン
トを積極的に利用したり、かかわることを希
望する主体が増えることが期待される。ま
た、個々の主体や個々のテーマだけで考えて
いたときには、管轄や従来の既得権益の存在
から動きづらかった主体が動きやすくなるよ
うな、潜在的なメリットが顕在化する可能性
もある。

デジタルガバメントは行政だけがつくり上
げるものではなく、国民・住民や企業などが

ラの高度化、スマートフォンやパソコンなど
の技術革新による情報機器の高度化、情報機
器の利用者の拡大、デジタル技術を用いる企
業の増加など、デジタルガバメントを実現で
きる環境という意味では、従来のどの戦略・
計画の時期よりも、期待できる状況になりつ
つある。

しかし、何よりも実効性のあるデジタルガ
バメントの発展の鍵を握るのは、国民・住
民、企業、行政機関・行政職員といった主体
が、デジタル化・デジタル活用による具体的
で身近なメリットを感じることができるかど

図5　デジタル化を推進する行政職員がメリットを感じられる枠組み
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かかわることでその機能と使い勝手が高まる
ものであることから、戦略や計画の表面的な
文 言 やKPI（Key Performance Indicator）
にとらわれすぎることなく、具体的で分かり
やすい「メリット」ベースの考え方を第一
に、デジタルガバメントが発展することを期
待している。
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